
 

【制限付一般競争入札】 

共 通 入  札  説  明  書（物品） 

 

制限付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものと

します。 

 

１  入札に参加する者に必要な資格 

 公告に記載のとおり 

２  入札参加手続等 

(1) 入札書の提出をもって入札参加申請とします。 

(2) 入札参加資格等確認資料（以下「資格等確認資料」という。）の提出書類及び提出期限に

ついては、公告において定めます。 

(3) 入札参加資格の審査は、開札後に落札候補者または入札の結果随意契約の相手方候補者と

なった者（以下、「落札候補者等」という。）について行い、その他の者については行いま

せん。 

(4) 仕様書等に関する質疑がある場合は、公告文に掲げる提出期限内に、電子メール

（nyusatu-buppin@city.kobe.lg.jp）で提出してください。回答は、神戸市電子入札サイト

で掲載します。  

３  入札の方法等 

(1) 入札書の提出期間 

公告に定めます。 

(2) 入札書の提出方法 

(ｱ)兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を利用する電

子入札とします。（紙入札は認めないものとします。） 

（ｲ）電子入札システムにより、当該入札案件について「入札書」を作成し、「入札書提出

内容確認画面」で確認した後、送信してください。 

（ｳ）入札書提出後の辞退は認められません。 

（ｴ）入札書に記載する入札金額については、次のとおりとします。ただし、これによらな

い場合は公告で別途定めるものとします。 

   ①入札参加者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積った契約希望金額の 110 分の 100（軽減税率対象物品の買入につい

ては 108 分の 100）に相当する金額を記載してください。 

(3) 開札の日時  

公告に定めます。 

(4) 入札保証金 

公告に定めます。 

(5) 開札方法等 

(ｱ) 開札には、立ち会う必要はありません。 

(ｲ) 再入札を実施する場合は、１回のみ行います。再入札書受付開始予定日時、再入札書



受付締切予定日時、開札予定日時及び前回最低入札書記載金額については、「再入札通

知書」で通知します。なお、１回目の入札で無効になった場合、再入札に参加すること

はできません。 

(ｳ) 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 

(ｴ) 開札に当たっては、神戸市行財政局契約監理課の職員が立ち会います。 

(6) 開札結果の確認 

開札後、開札結果に応じて、以下の通知書を電子入札システムにより発行しますので、その

内容を確認し、印刷、保存してください。 

(ｱ) 開札後に資格確認を行うため等保留する場合  「保留通知書」 

(ｲ) 落札者を決定した場合                      「落札通知書」 

(ｳ) 入札を打ち切る場合                        「取止め通知書」 

(ｴ) 再入札の場合                              「再入札通知書」 

なお、開札は開札予定日時から行いますが、他の案件の開札状況により、時間がかかる場合

があります。入札者は、上記に掲げる通知書が発行された旨の電子メールを受信した後に、電

子入札システムにより、当該通知書を確認してください。 

また、制限付一般競争入札においては、落札者または入札の結果随意契約の相手方となった

者（以下、「落札者等」という。）の決定の前に、一旦保留とし、保留通知書を発行します。 

４ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(1) 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札をしたとき。 

(2) 入札者の資格のない者が入札したとき。 

(3) 資格審査資料の提出において、指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候

補者等がした入札。 

(4) 入札書提出日より開札日時までの間において、入札参加者が次の項目に該当する場合に、

その入札参加者がした入札。 

 （ｱ）神戸市指名停止基準要綱に基づく停止措置を受けている。 

 （ｲ）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく入札等除外措置を受け

ている。 
(5) この入札に参加する複数の者（組合や共同企業体にあってはその構成員）の関係が、以下

の基準のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 資本関係    次のいずれかに該当する二者の場合。 

① 子会社等（会社法第２条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親 

会社等（同条第４号の２に規定する親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係    次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等

（会社法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社を

いう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第４号に規定

する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第２

条第７項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 

① 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、



次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

１) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く 

(ⅰ) 会社法第２条第 11 号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員

である取締役 

(ⅱ) 会社法第２条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

(ⅲ) 会社法第２条第 15 号に規定する社外取締役 

(ⅳ) 会社法第 348 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務 

を執行しないこととされている取締役 

２) 会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

３) 会社法第 575 条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社を

いう。）の社員（同法第 590 条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

４) 組合の理事 

５) その他業務を執行する者であって、１)から４)までに掲げる者に準ずる者 

② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合や共同企業体とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(ｱ)又は(ｲ)

と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(6) 再入札の場合においては、前回最低入札書記載の金額以上で入札したとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

５．落札候補者の決定 

  公告に定めます。 

６ 落札候補者等に対する入札参加資格の審査及び落札者等の決定 

 (1) 開札後、落札者等の決定は一旦保留とし、保留通知書を発行します。 

（2）前号の保留通知書を発行後、落札候補者等の入札参加資格審査を行います。 

 (3) (2)の入札参加資格審査にあたっては、落札候補者等は、公告に定める資格等確認資料を

保留通知書に記載した日時までに提出しなければならない。落札候補者等の決定について

は、保留通知書にてその旨を通知します。なお、必要に応じて落札候補者等に対して書類

の内容確認や、追加書類の提出を求めることがあります。正当な理由なくこれらの確認や

提出の指示に応じないときは、当該落札候補者等の落札は無効とし、神戸市指名停止基準

要綱別表２－８－（５）に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書を提出し、

神戸市がやむをえないと認めた場合は、停止措置は行わないものとする。 

(4) 入札参加資格審査の結果、落札候補者等について入札参加資格があると認めた場合は、そ

の者を落札者等として、入札参加者に落札通知書または見積結果通知書を発行するものと

します。 

(5) 落札候補者等について入札参加資格がないと認めた場合は、その者の入札を無効とし、次

順位者を落札候補者等とし、入札参加資格の審査を行います。以後、落札者等が決定する

まで同様の手続きにより審査を行います。 

(6) 落札者等の決定は、開札日の翌日から起算して３日以内（本市の休日を除く。以下同じ）



を目途に行います。ただし、入札参加資格の確認に疑義が生じた場合等はさらに日数を要

することがあります。 

 (7) 落札候補者等とならなかった入札者については、入札参加資格の審査は行いません。 

(8) 開札後から落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入

札参加資格を有しない者のした入札として無効とする。 

(9) 開札後から落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は、入札参加資格を有

しない者のした入札とみなし無効とする。 

（ｱ）神戸市指名停止基準要綱に基づく停止措置を受けている。 

（ｲ）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく入札等除外措置を受け

ている。 

７ 入札参加資格の審査結果の通知 

(1) 落札候補者等について入札参加資格がないと認めた場合、その理由を付して当該落札候補

者等にその旨を通知します。 

(2) (1)の通知を受けた者は、その通知を受けた日から２日（本市の休日を除く。）以内に、

市長に対して入札参加資格がないと認定した理由の説明を求めることができます。 

(3) (2)により説明の請求を行う場合は、書面によってください。 

(4) (2)による理由の説明の請求を受けたときは、その通知を受けた日から７日以内に書面に

より回答します。 

（5）(4)により説明を求めた者に入札参加資格があると認める場合は、前項第 4号の通知を取

り消し、(4)と併せて入札参加資格がある旨を通知します。 

８ 契約保証金 

  契約保証金の額は、契約金額の 100 分の３以上の額とします。ただし、神戸市債又は国債の

提供、銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証の提供をもって契約保証金に代えることが

できます。また、履行保証保険契約の締結を行った場合、その他、神戸市契約規則（昭和 39

年３月規則第 120 号。以下「規則」という。）第 25 条、神戸市水道局契約規程（昭和 39 年４

月水規程第９号。以下「水道局規程」という。）21 条及び神戸市交通局契約規程（昭和 51 年

８月交規程第 15 号。以下「交通局規程」という。）24 条の規定に該当する場合は、契約保証

金の納付は免除します。  

９ その他 

 (1) 神戸市契約規則、神戸市物品売買契約約款、神戸市物品賃貸借契約約款、神戸市製造その

他請負契約約款、水道局規程、神戸市（水道局）物品売買契約約款、神戸市（水道局）物品

賃貸借契約約款、神戸市（水道局）製造その他請負契約約款、交通局規程、神戸市交通局物

品売買契約約款、神戸市交通局物品賃貸借契約約款及び神戸市交通局製造その他請負契約約

款の閲覧 

神戸市電子入札サイト（https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/）からダウンロードして

ください。また、神戸市行財政局契約監理課においても閲覧することができます。 

  (2) 契約等に係る事項  

(ｱ)落札決定または随意契約の相手方決定後、契約の締結に当たっては、契約書の作成を要

します。 

(ｲ) なお、電子契約システムを活用した契約締結が可能です。電子契約を希望する場合は、

!!!prefix!!!_https%3A%2F%2Fwww.nyusatsu.e-hyogo.jp%2Fkobe%2F


落札決定日中に電子メール（nyusatu-buppin@city.kobe.lg.jp)にて電子契約システム利用

確認書を提出してください。 

(ｳ)落札決定または随意契約の相手方決定から契約締結までに、落札者等が次の項目に該当

した場合は、契約の締結を行わないものとします。 

 ①神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく入札等除外措置を受け

ている。 

  (3) 手続において使用する言語及び通貨の種類 

日本語及び日本国通貨に限ります。 

  (4) 談合その他の不正行為に対する措置 

申請者が契約相手方となった場合において、神戸市物品売買契約約款第 21 条第１項各号、

神戸市物品賃貸借契約約款 20 条第１項各号及び神戸市製造その他請負契約約款第 34 条第１

項各号、神戸市（水道局）物品売買契約約款第 21 条第１項各号、神戸市（水道局）物品賃貸

借契約約款第 20 条第１項各号、神戸市（水道局）製造その他請負契約約款第 34 条第１項各

号、神戸市（交通局）物品売買契約約款第 21 条第１項各号、神戸市（交通局）物品賃貸借契

約約款第 20 条第１項各号及び神戸市（交通局）製造その他請負契約約款第 34 条第１項各号

のいずれかに定める事由に該当した場合は、市長（水道局の契約の場合は水道事業管理者、

交通局の契約の場合は交通事業管理者）は、同条の規定に基づき、申請者から違約金を徴収

するほか、損害賠償を請求することがあります。 

  (5) 入札に関する事務を担当する部局 

神戸市行財政局契約監理課（電話番号  078‐322‐5159） 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号  650‐8570） 

神戸市役所本庁舎１号館２階 

 (6) 契約に関する事務を担当する部局 

  (ｱ)発注者が神戸市長の場合 

   (5)と同じ 

  (ｲ)発注者が神戸市水道事業管理者の場合 

神戸市水道局経営企画課（電話番号 078‐381‐7964） 

神戸市中央区橘通３丁目４番２号（郵便番号 650‐0016）  

神戸市水道局総合庁舎４階 

    (ｳ)発注者が神戸市交通事業管理者の場合 

神戸市交通局経営企画課（電話番号 078‐984‐0104） 

神戸市兵庫区御崎町１丁目２番１号（郵便番号 652‐0855）  

御崎Ｕビル３階 

    (ｴ)発注者が(ｱ)～(ｳ)以外の場合 

   (5)にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 


